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池田市議会　映像

　市議会では議会改革の一環として、令和２年３
月定例会より録画映像配信を開始しております。
　本号 P.４～P.９に掲載の代表質問については、
紙面の都合上、一部しか掲載できませんので、詳
細については、外部サイト「YouTube」において
配信しております録画映像を
御覧ください。

池田市議会
録画映像配信を行っています

９ 月 定 例 会９ 月 定 例 会

各派代表質問各派代表質問

意 見 書
2・・・ハラスメント防止条例の制定について

議 会 日 誌

議 決 結 果

市議会のしくみ
請 願 ・ 決 議

や ま ば と
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会
例
定
月

９
月
定
例
会
で
は
、
一
般
会
計
並
び

に
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
事
業
及

び
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
の
各
特
別
会

計
の
補
正
予
算
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
案
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
い
る
市
内
の
小
規
模
事
業
者
を

対
象
に
３
回
目
の
支
援
給
付
金
（
一
律

５
万
円
）
を
給
付
す
る
事
業
や
、
医
薬

品
の
供
給
や
調
剤
、
服
薬
指
導
等
の
業

市
長
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当

を
不
支
給
に
す
る
と
と
も
に
、
特
別
職

の
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
給
料
及
び

手
当
を
減
額
す
る
条
例
改
正
案
が
提
出

さ
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

2

９
月
定
例
会
は
、
９
月
21
日
に
開
会
し
、
８
月
の
市
長
選
挙
後
初
の
新
市
長
出
席
の

定
例
会
と
な
っ
た
た
め
、
市
長
の
今
後
の
市
政
に
対
す
る
「
所
信
表
明
」
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、９
月
29
日
に
は
、「
所
信
表
明
」
に
対
す
る
各
派
代
表
質
問
を
行
い
、

市
民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
活
発
な
議
論
を
行
い

ま
し
た
。

ま
た
、
今
定
例
会
で
は
、
議
案
を
委
員
会
に
付
託
せ
ず
本
会
議
で
審
議
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
の
で
、
９
月
30
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
常
任
委
員
会
委
員
の
所
属
変

更
等
を
行
っ
た
後
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
案
件
２
件
、
議
案
８
件
、
人
事
案

件
４
件
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
１
件
の
審
議
を
行
い
、
い
ず
れ
も
承
認
・
可
決
・

同
意
し
た
後
、
９
月
定
例
会
を
閉
会
し
ま
し
た
。

な
お
、
令
和
２
年
度
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
・
企
業
会
計
の
決
算
議
案
８
件
に

つ
い
て
、
議
会
閉
会
中
の
常
任
委
員
会
に
審
査
付
託
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
及
び
３
つ
の
特
別
会
計
の

補
正
予
算
を
可
決

現
市
長
の
退
職
金
廃
止
へ

務
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
市
内
の
保

険
薬
局
を
対
象
に
支
援
給
付
金
（
一
律

10
万
円
）
を
給
付
す
る
事
業
な
ど
総
額

５
億
５
６
２
９
万
６
千
円
を
追
加
補
正

し
ま
し
た
。

審
議
の
中
で
は
、
小
規
模
事
業
者
と

保
険
薬
局
へ
の
支
援
給
付
金
の
両
方
を

受
給
で
き
る
か
ど
う
か
や
対
象
と
な
る

保
険
薬
局
数
な
ど
に
つ
い
て
、
質
疑
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
案
の
審
議
の
中
で
は
、
近
年
の

本
特
別
会
計
の
決
算
状
況
や
特
定
健
康

診
査
の
受
診
者
数
が
減
少
し
た
理
由
、

黒
字
分
を
保
険
料
の
引
下
げ
に
利
用
で

き
な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、
質
疑
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

結
局
、
一
般
会
計
並
び
に
国
民
健
康

保
険
、
介
護
保
険
事
業
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
事
業
の
各
特
別
会
計
の
補
正
予

算
案
は
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

ハラスメント防止条例を全会一致で可決

　職員又は市議会議員から他の職員又は市議会議員に対するハラ
スメントを防止し、良好な職員の職場環境及び市議会議員が活動
できる環境を確立するため、議員提出議案として、「池田市の職
員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例案」を上程し、
全会一致で可決しました。
　本条例では、今回条例制定するに至った背景や思いを前文に置
いたほか、市長をはじめとする職員や市議会議員の責務、研修等
の実施などについて定めています。

≪前文≫
　ハラスメントは、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権
を損ない、尊厳を傷つけ、心身に被害を与える人権侵害です。
　また、職員及び市議会議員におけるハラスメントが市民サービスを低下させるこ
とは言うまでもありませんが、その事実が明らかになったときは、市民の信頼の喪
失のみならず、社会的信用の失墜につながるおそれがあります。
　よって、市長をはじめとする職員及び市議会議員は、職員又は市議会議員から他
の職員又は市議会議員に対してハラスメントがあったのではないかという疑惑を持
たれるような行為を起こさない、さらにハラスメントを絶対に許さないという強い
認識の下、職位及び職責にかかわらず、相互に人格を尊重し、信頼し合うことで、
それぞれの能力を十分発揮させることができる環境を確保するとともに、ハラスメ
ントの防止及び根絶に努め、市民から信頼される市政運営をめざすことを決意し、
この条例を制定します。
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今
定
例
会
で
、
副
市
長
に
前
管
理
部

長
の
石
田
健
二
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に

同
意
し
ま
し
た
。
任
期
は
10
月
１
日
か

ら
４
年
間
で
す
。

９
月
定
例
会
に
お
い
て
は
、
次
の
意

見
書
を
採
択
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し

ま
し
た
。

〇
生
理
用
品
を
消
費
税
の
軽
減
税
率
の

対
象
と
す
る
よ
う
求
め
る
意
見
書

副
市
長
に　
　
石
田　
健
二
氏

意
見
書

12月 3 日（金）本 会 議
12月 8 日（水）委 員 会
12月 9 日（木）委 員 会
12月 10 日（金）委 員 会
12月 13 日（月）委 員 会
12月 23 日（木）本 会 議
12月 24 日（金）本 会 議

議会の予定
12月定例会は、次の日程
で開催する予定です。本会
議・委員会はいつでも傍聴
できます。開会は、いずれ
も午前10時からの予定で
す。（定員あり）

※傍聴される場合は、マスクの
着用及び入場時の消毒液による
手洗いの徹底に御協力いただき
ますよう、お願いいたします。

○市長提出議案及び議決の結果
議　　　　案　　　　名 議決の結果

処分報告について
　専決第５号　池田市手数料条例の一部改正について 承     認（全員異議なし）

令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について 報 告

池田市個人情報保護条例の一部改正について 原案可決（全員異議なし）

池田市市税条例の一部改正について 原案可決（全員異議なし）
池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部改正について 原案可決（全員異議なし）

池田市固定資産評価審査委員会委員の選任について 同     意（全員異議なし）

財産区管理委員の選任について 同     意（全員異議なし）

令和３年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決（全員異議なし）

令和３年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決（全員異議なし）

令和３年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決（全員異議なし）

令和３年度池田市一般会計補正予算（第５号） 原案可決（全員異議なし）

令和２年度池田市病院事業会計決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市水道事業会計決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市公共下水道事業会計決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 継 続 審 査

令和２年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について 継 続 審 査

池田市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 原案可決（全員異議なし）

池田市副市長の選任について 同     意（全員異議なし）

池田市固定資産評価員の選任について 同     意（全員異議なし）

※継続審査とは、会議で議決した案件について、審査付託を受けた委員会が引き続き議会閉会中に審査を行うことをいいます。

○議会・議員提出議案及び議決の結果
議　　　　案　　　　名 議決の結果

常任委員会委員の所属変更について 決     定（全員異議なし）

常任委員会副委員長の選任について 選     任（全員異議なし）

池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例の制定について 原案可決（全員異議なし）
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大阪維新の会池田議員団

人
を
育
て
る
観
点
で
心
の
教
育
の
深

化
を
図
る
、
他
者
を
思
い
や
る
心
を
育

む
施
策
と
は
具
体
的
に
何
な
の
か
。

ま
ち
を
育
て
る
観
点
で
地
域
分
権
制

度
の
課
題
は
何
な
の
か
。
過
去
の
経
緯

か
ら
な
ぜ
い
ま
だ
に
制
度
改
革
が
で
き

て
い
な
い
の
か
。
今
後
の
対
応
を
問
う
。

休
日
急
病
診
療
所
は
、
年
間
診
療
件

数
の
少
な
さ
か
ら
も
、
医
師
会
と
協
議

し
、
コ
ロ
ナ
感
染
診
療
所
に
特
化
で
き

な
い
の
か
。

老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
共
同
利
用
施

設
の
再
編
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

　

未
来
を
育
て
る
観
点
で
日
本
四
大
産

地
の
細
河
植
木
産
業
は
、
も
っ
と
市
を

挙
げ
て
の
応
援
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
精
神
な
ら
、
今
の
時
代

に
環
境
部
の
復
活
も
可
能
で
は
な
い
か
。

　

教
育
現
場
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち

に
道
徳
や
探
究
的
な
学
習
を
推
進
し
、

自
然
体
験
・
宿
泊
行
事
な
ど
の
体
験
活

動
や
音
楽
な
ど
の
芸
術
に
触
れ
る
学
習

を
通
じ
て
、
心
豊
か
な
人
間
性
の
育
成

を
図
っ
て
い
く
。

　

課
題
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進

協
議
会
が
ど
れ
だ
け
地
域
を
代
表
し
て

い
る
か
、
各
団
体
と
の
連
携
、
参
加
者

の
高
齢
化
、
人
材
不
足
等
で
問
題
が
顕

在
化
し
て
い
る
。
前
市
長
は
性
急
か
つ

一
方
的
な
や
り
方
で
地
域
の
方
々
の
思

い
、
熱
意
を
そ
い
で
し
ま
っ
た
。
改
め

て
地
域
の
方
と
膝
を
交
え
て
話
し
合
い
、

診
療
業
務
と
し
て
、
市
内
医
療
機
関

が
休
診
と
な
る
日
曜
日
、
祝
祭
日
、
年

末
年
始
に
、
内
科
、
小
児
科
、
歯
科
診

療
を
実
施
し
て
い
る
た
め
難
し
い
。

騒
音
対
策
で
建
設
さ
れ
た
共
同
利
用

施
設
も
築
50
年
を
超
え
、
老
朽
化
が
進

み
、
市
民
に
御
不
便
を
か
け
て
い
る
。  

今
後
さ
ら
に
維
持
管
理
経
費
が
か
か

る
こ
と
か
ら
、
災
害
を
想
定
し
た
避
難

場
所
の
在
り
方
も
併
せ
て
検
討
す
る
。

細
河
地
域
で
季
節
に
応
じ
た
植
木
を

展
示
し
た
り
、
ふ
る
さ
と
納
税
で
盆
栽

や
花
を
返
礼
品
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、

市
内
外
に
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
。
現

在
は
遊
休
農
地
の
増
加
等
が
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
農
業
や
自
然
を
生
か
し

た
活
性
化
策
を
進
め
て
い
く
。

令
和
４
年
度
に
最
小
限
の
組
織
改
編

を
予
定
。
環
境
関
連
部
局
は
令
和
５
年

度
、
第
７
次
総
合
計
画
の
体
系
に
合
わ

せ
て
、
池
田
市
が
最
適
と
思
わ
れ
る
組

織
、
事
務
分
掌
の
中
で
改
編
す
る
予
定
。

他
者
を
思
い
や
る
心
を　
　
　
　
　

育
む
施
策
と
は

地
域
分
権
制
度
の
課
題
と　
　
　
　
　

制
度
改
革
に
つ
い
て

休
日
急
病
診
療
所
の
活
用
の

在
り
方
を
問
う

共
同
利
用
施
設
の

今
後
に
つ
い
て
問
う

植
木
産
業
の
今
後
と

細
河
エ
リ
ア
に
つ
い
て
問
う

な
く
な
っ
た
環
境
部
の

復
活
は

探
究
的
な
学
習
や
体
験
活
動
を

通
じ
て
培
う

事
業
提
案
権
は
残
し

分
権
制
度
の
強
化
を
図
る

引
き
続
き
医
療
機
関
の

補
完
的
役
割
に
努
め
た
い

施
設
再
編
の
検
討
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ

細
河
地
域
活
性
化
推
進
事
業
の

中
で
検
討
す
る

市
政
混
乱
回
避
の
た
め

２
年
後
に
改
編
を
検
討

問問

問

問問

問

答答

答

答答

答 提
案
権
の
根
幹
は
維
持
し
つ
つ
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
事
業
の
強
化
を
進
め
て
い
く
。

安黒　善雄

安 黒　 善 雄

三宅　正起

誇れる池田市のために
人・まち・未来を育てる施策は

石田　隆史

4
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藤原美知子
小林　吉三

藤 原 美 知 子

山元　　建

何よりも命・暮らし守り
安心して住み続けられるまちへ

大
阪
府
に
は
コ
ロ
ナ
感
染
者
数
だ
け

で
な
く
、
重
症
か
軽
症
か
、
入
院
か
自

宅
待
機
か
、
そ
の
対
応
状
況
な
ど
正
確

な
情
報
を
求
め
、
市
民
や
事
業
所
へ
の

適
切
な
支
援
策
を
取
る
こ
と
や
医
療
体

制
、
検
査
体
制
の
強
化
、
食
事
の
提
供
、

買
物
支
援
な
ど
在
宅
療
養
者
へ
の
支
援

策
を
実
施
し
て
は
ど
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
学
校
で
共
に
学
び

育
つ
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
は
20
人
程

度
の
学
級
が
望
ま
し
い
。
中
学
校
ま
で

の
35
人
学
級
を
早
期
に
実
現
し
、
計
画

的
に
さ
ら
な
る
少
人
数
学
級
を
進
め
る

べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
豊
中
支
援

学
校
の
過
密
解
消
の
た
め
に
も
旧
池
田

北
高
校
を
支
援
学
校
に
転
用
し
池
田
の

支
援
教
育
の
充
実
を
図
っ
て
は
ど
う
か
。

府
に
柔
軟
な
対
応
を
求
め
、
連
携
の

強
化
に
努
め
る
。
学
校
で
の
感
染
者
に

対
し
て
は
学
級
全
て
の
者
を
検
査
す
る

な
ど
文
科
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ

た
実
施
体
制
が
で
き
て
い
る
。
社
会
的

検
査
は
保
健
所
の
負
担
を
求
め
ず
効
率

的
に
検
査
数
を
増
や
せ
る
か
研
究
す
る
。

教
育
的
効
果
が
期
待
で
き
、
学
校
へ

の
信
頼
と
安
心
に
つ
な
が
る
も
の
と
認

識
し
て
い
る
が
、
教
室
数
や
職
員
の
拡

充
な
ど
課
題
も
大
き
い
。
教
育
委
員
会

と
も
連
携
し
学
校
教
育
の
充
実
を
図
る
。

本
市
の
支
援
教
育
は
支
援
学
級
で
対

応
し
て
い
る
が
、
設
立
に
つ
い
て
は
必

要
に
応
じ
府
教
育
委
員
会
と
協
議
す
る
。

国
保
料
の
軽
減
は
国
や
府
に
要
望
し

て
い
く
。
未
就
学
児
の
均
等
割
軽
減
は

令
和
４
年
４
月
１
日
施
行
予
定
。

ま
た
、
市
立
池
田
病
院
の
民
営
化
は

現
在
考
え
て
い
な
い
。
急
性
期
医
療
を

担
う
地
域
の
基
幹
病
院
と
し
て
、
通
常

の
診
療
に
加
え
、
災
害
的
な
感
染
症
・

医
療
に
も
対
応
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る

人
材
確
保
に
努
め
る
。

日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数

は
低
い
と
認
識
。
来
年
４
月
に
開
設
す

る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
学
習

の
機
会
、
相
談
体
制
の
充
実
を
図
り
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
も
検
討
す
る
。

南
部
地
域
の
バ
ス
減
便
対
策
は
地
域

公
共
交
通
会
議
で
の
協
議
の
上
、
早
期

導
入
に
向
け
て
取
り
組
み
た
い
。

府
に
正
確
な
情
報
を
求
め

市
民
に
適
切
な
支
援
策
を

少
人
数
学
級
の
推
進
と

支
援
教
育
の
拡
充
を
求
め
る

必
要
な
情
報
提
供
等
に
も

柔
軟
な
対
応
を
求
め
る

国
・
府
の
動
向
を
見
据
え

学
校
教
育
の
充
実
を
図
る

国
や
府
に
抜
本
的
な

財
政
支
援
を
求
め
る

問問 答

答

答

高
す
ぎ
る
国
保
料
、
介
護
保
険
料
の

軽
減
策
、
特
に
子
ど
も
の
均
等
割
減
免

に
つ
い
て
は
国
も
実
施
を
決
め
た
が
、

未
就
学
児
ま
で
の
減
免
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
市
独
自
で
子
ど
も
全
て
に
減
免

で
き
る
よ
う
助
成
し
て
は
ど
う
か
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
終
結
の
め

ど
が
立
た
な
い
中
、
市
立
池
田
病
院
の

役
割
・
重
要
性
は
明
ら
か
で
、
公
立
病

院
を
堅
持
し
医
療
従
事
者
増
員
を
含
む

医
療
体
制
の
強
化
が
必
要
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ

プ
指
数
は
先
進
国
の
中
で
最
低
レ
ベ

ル
。
特
に
賃
金
格
差
と
政
治
参
加
の
遅

れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
性
婚
を
認

め
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
例
も
検
討

し
て
は
ど
う
か
。

加
え
て
、
南
部
地
域
の
バ
ス
減
便
対

策
は
い
つ
ま
で
に
実
行
す
る
の
か
。

福
祉
・
医
療
・
暮
ら
し

最
優
先
の
ま
ち
づ
く
り
を

問
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自民同友会議員団

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に

よ
り
影
響
を
受
け
ら
れ
た
方
々
へ
の
支

援
策
に
つ
い
て
、
時
期
を
逸
す
る
こ
と

な
く
必
要
と
さ
れ
る
支
援
策
を
講
じ
て

い
く
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な

支
援
策
を
い
つ
行
う
考
え
で
あ
る
の
か
。

快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る
上

で
、
誰
も
が
円
滑
に
移
動
で
き
る
公
共

交
通
が
必
要
で
あ
り
、
本
市
の
公
共
交

通
を
支
え
る
新
た
な
移
動
手
段
の
創
出

に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の

問
題
は
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
課
題
が
あ

り
、
な
か
な
か
進
展
し
て
い
な
い
が
、

前
に
進
め
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
策

を
検
討
し
て
い
る
の
か
。

公
共
施
設
の
適
正
な
在
り
方
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
計
画
的
に
再
編
が

行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
へ
の
再
編
と
し

て
、
今
ま
で
に
な
い
新
た
な
取
組
を
考

え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
見
解
を
問
う
。

市
民
の
皆
様
と
の
対
話
を
何
よ
り

も
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
託
し
て
い

た
だ
く
思
い
を
総
合
計
画
と
し
て
的
確

に
取
り
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ

が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
市
民
の
皆
様
の

思
い
を
酌
み
取
っ
て
い
く
の
か
。

社
会
状
況
及
び
そ
れ
に
伴
う
ニ
ー
ズ

は
時
々
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
要
で
あ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
第
一

に
推
進
し
、
そ
の
進
捗
状
況
及
び
感
染

状
況
や
社
会
経
済
状
況
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
支
援
策
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

今
年
度
、
地
域
に
と
っ
て
望
ま
し
い

地
域
旅
客
サ
ー
ビ
ス
の
姿
を
明
ら
か
に

す
る
ビ
ジ
ョ
ン
や
事
業
体
系
を
記
載
す

る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
あ
る
地
域
公
共

交
通
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 

本
市
の
公
共
交
通
を
支
え
る
新
た
な

移
動
手
段
の
創
出
に
つ
い
て
は
、
策
定

し
た
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
な
移
動
手

段
の
導
入
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

池
田
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
に
よ
り
目
標
値
を
設
定
し
、
公
共
施

設
の
効
率
的
保
全
・
適
正
配
置
・
有
効

活
用
の
基
本
的
な
３
つ
の
方
針
を
基
本

に
、
持
続
可
能
な
行
政
運
営
・
市
民
交

流
の
活
性
化
・
絶
え
間
な
い
変
化
へ
の

対
応
を
３
つ
の
目
指
す
べ
き
姿
と
し
て
、

公
共
施
設
等
の
適
正
な
在
り
方
を
検
討

し
て
い
く
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ
り
整

備
し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
中
学
生

へ
意
識
調
査
を
行
う
ほ
か
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
も
予
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
た
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
用

い
な
が
ら
積
極
的
に
市
民
の
思
い
の

酌
み
取
り
に
注
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ

が
、
何
よ
り
肝
要
な
の
は
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
た
結
果
を
恣
意
的
に
解
釈
す
る

こ
と
な
く
、
正
に
市
民
に
求
め
ら
れ
て

い
る
方
向
性
を
見
い
だ
す
た
め
に
活
用

し
、
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

対
す
る
支
援
策
は

誰
も
が
円
滑
に
移
動
で
き
る

交
通
の
早
期
実
現
を

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
公
共
施
設
の

適
正
な
再
編
と
は

第
７
次
総
合
計
画
策
定
時
の　
　
　
　

思
い
の
酌
み
取
り
方
は

感
染
状
況
や
社
会
経
済
状
況
を

踏
ま
え
検
討
す
る

地
域
公
共
交
通
計
画
に
基
づ
き

取
り
組
ん
で
い
く

目
標
値
と
目
指
す
べ
き
姿
を
設
定
し

検
討
し
て
い
く

様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
活
用
し
て　
　

酌
み
取
り
に
注
力

問問

問

問

答

答

答

答

小林　義典

小 林　 義 典

細井　　馨

全ての人が未来に希望の持てる
まちづくりの実現

浜地慎一郎 西垣　　智
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下窄　　明
坂上　昭栄

下 窄　　 明

前田　　敏

これまでの歩みを踏まえて
新たな施策の実行を！

こ
こ
数
年
見
直
し
あ
り
き
で
進
ん
で

き
た
地
域
分
権
制
度
で
あ
っ
た
が
、
改

め
て
地
域
の
声
を
聞
く
と
の
こ
と
で
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
で
は
安

堵
の
声
が
広
が
っ
て
い
る
。
地
域
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
機
能
を
備
え
た
担
当
課
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
問
う
。

エ
ン
ゼ
ル
祝
品
や
ふ
る
さ
と
納
税
返

礼
品
な
ど
地
元
企
業
と
の
連
携
は
欠
か

せ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
連
携
に
向
け

た
市
長
の
取
組
に
つ
い
て
問
う
。

東
京
オ
リ
パ
ラ
に
よ
っ
て
新
し
い

競
技
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
本

市
に
お
い
て
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
増
え
て
い
る
が
、
本
市
を
含
め

近
隣
他
市
も
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
が
で
き

る
施
設
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
騒
音
な

ど
を
気
に
せ
ず
屋
外
で
プ
レ
ー
し
、
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

対
策
と
し
て
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
場
は
必

要
で
あ
り
、
本
市
に
は
子
ど
も
の
遊
び

場
が
少
な
い
と
い
う
市
民
か
ら
の
要
望

に
応
え
得
る
策
で
は
な
い
か
と
考
え
る

が
、
見
解
を
問
う
。

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
や
貧
困
問
題
に
つ

い
て
実
数
は
把
握
し
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
学
校
と
子
育
て
機
関
と
の
連
携
も

大
切
だ
が
摂
津
市
で
の
痛
ま
し
い
虐
待

事
件
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
警
察
と
の
連

携
も
必
要
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

こ
れ
ま
で
サ
ポ
ー
タ
ー
職
員
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
地
域
と
行
政
と
の
パ
イ
プ

役
を
担
っ
て
き
た
が
、よ
り
地
域
の
方
々

へ
寄
り
添
う
べ
く
人
材
配
置
を
含
め
、

地
域
の
方
々
が
求
め
る
形
で
の
支
援
を

提
供
で
き
る
体
制
を
検
討
し
た
い
。 

ま
た
、直
近
で
は
10
月
に
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
会
長
会
議
を
開
催

す
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
声
を
聞
い
て

い
き
た
い
。

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
が
盛
り
上
が
り
を

見
せ
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。 

設
置
コ
ス
ト
や
そ
の
後
の
維
持
管

理
、
用
地
確
保
、
騒
音
問
題
な
ど
新
た

な
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
は
相
当
な
議

論
が
必
要
だ
が
、
研
究
し
て
い
き
た
い
。

地
元
企
業
に
は
様
々
な
御
協
力
を
い

た
だ
い
て
い
る
。
現
在
の
連
携
を
続
け

な
が
ら
、
今
後
は
そ
の
連
携
が
広
が
る

よ
う
地
元
企
業
を
は
じ
め
、
様
々
な
企

業
と
積
極
的
に
対
話
し
て
い
き
た
い
。

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
疑
い
に
つ
い
て

は
学
校
に
お
け
る
児
童
・
生
徒
の
見
守

り
や
聞
き
取
り
等
に
よ
っ
て
把
握
し
て

お
り
、
約
10
件
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
学
校
、

教
育
委
員
会
や
そ
の
他
関
係
部
局
が
連

携
を
密
に
し
て
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、

警
察
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
市
長
就

任
直
後
に
池
田
警
察
署
長
と
面
談
す
る

な
ど
関
係
構
築
に
努
め
て
い
る
ほ
か
、

警
察
Ｏ
Ｂ
を
職
員
に
採
用
し
て
い
る
実

績
が
あ
り
、
引
き
続
き
緊
密
な
連
携
を

取
っ
て
い
き
た
い
。

地
域
分
権
制
度
の　

今
後
に
つ
い
て
問
う

地
元
企
業
と
の
連
携
の

方
針
に
つ
い
て
問
う

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
場
の
設
置

に
つ
い
て

子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
の        

体
制
づ
く
り
に
つ
い
て

よ
り
地
域
の
方
々
へ

寄
り
添
え
る
よ
う
努
め
る

議
論
は
必
要
だ
が

設
置
に
つ
い
て
研
究
し
た
い

引
き
続
き
連
携
を

図
っ
て
い
く

関
係
部
局
と                    

密
な
連
携
を
取
っ
て
い
く

問

問

問

問

答

答

答

答
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公 明 党 議 員 団

8

コ
ロ
ナ
禍
で
、
非
正
規
の
女
性
労
働

者
は
シ
フ
ト
が
半
分
以
下
に
。
し
か
も

「
シ
フ
ト
減
の
場
合
も
休
業
手
当
支
給

の
対
象
」
を
知
っ
て
い
る
人
は
２
割
。 

そ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
支
援
制
度
の
広

報
や
周
知
に
努
め
、パ
ー
ソ
ナ
ル
サ
ポ
ー

ト
的
支
援
体
制
を
構
築
す
べ
き
で
は
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
無
や
、
接
種
証

明
の
有
無
な
ど
に
よ
る
差
別
や
偏
見
な

ど
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
も
早
急

に
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
住
居
環

境
、い
わ
ゆ
る「
住
ま
い
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
強
化
」
は
喫
緊
の
課
題
。 

そ
う
し
た
中
、
五
月
ヶ
丘
住
宅
な
ど

が
借
上
げ
期
限
を
迎
え
る
。
期
限
だ

か
ら
と
契
約
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
現

在
お
住
ま
い
の
市
民
が
置
き
去
り
と
な

る
。
現
存
す
る
公
営
住
宅
な
ど
の
存
続

に
つ
い
て
、
見
解
を
問
う
。

こ
れ
ま
で
、
少
子
化
対
策
の
た
め
に
、

保
育
所
拡
充
な
ど
の
保
育
政
策
、
育
児

休
業
制
度
の
整
備
、
児
童
手
当
や
育
休

手
当
、
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
所
得
控

除
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で

は
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
も
実
施

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
少
子
化
対
策
や
子

育
て
支
援
策
は
、
次
世
代
へ
の
投
資
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
出
生
率
の
引
上
げ

を
行
う
こ
と
が
、
社
会
保
障
制
度
の
維

持
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

子
育
て
支
援
策
並
び
に
少
子
化
対
策
は
、

次
世
代
へ
の
投
資
と
の
観
点
で
、
こ
れ

ま
で
以
上
の
規
模
に
て
推
し
進
め
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
問
う
。

　

今
後
の
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
視
点
に
お

い
て
、
個
人
、
事
業
者
、
女
性
の
非
正

規
労
働
者
の
方
等
の
支
援
に
つ
い
て
、

今
後
も
協
議
を
進
め
、
広
報
活
動
も
含

め
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
拡
充
に
努
め
る
。

公
営
住
宅
は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
の
役
割
が
あ
る
と
認
識
。
入
居
者
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
担
当
課
と
協
議

を
始
め
た
と
こ
ろ
。
今
後
、
入
居
者
の

状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
市
営
住
宅
全
体

の
整
備
も
含
め
て
対
応
を
検
討
す
る
。

子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
育
て
ら
れ

る
環
境
整
備
と
し
て
、
出
産
の
前
か
ら

継
続
し
た
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
ま
ず
、
保
育
園
等
の
受
け
皿
の
確

保
や
保
育
に
関
す
る
相
談
支
援
の
充

実
、
利
用
者
に
寄
り
添
っ
た
支
援
と
質

の
向
上
な
ど
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
重

要
と
認
識
し
て
い
る
。

非
正
規
雇
用
の
女
性
労
働
者
の

支
援
体
制
の
構
築
を

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
無
等
に
よ
る

差
別
等
の
対
策
を

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る　
　
　
　
　

住
環
境
の
提
供
を

次
世
代
へ
の
投
資
と
の
観
点
で

子
育
て
支
援
策
を

広
報
活
動
も
含
め
た　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
サ
ー
ビ
ス
拡
充
に
努
め
る

市
民
及
び
様
々
な
団
体
へ
の　
　
　
　
　

呼
び
か
け
を
進
め
る

住
環
境
の
整
備
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　

検
討
を
行
う

子
育
て
支
援
は　
　

               

次
世
代
へ
の
投
資
で
あ
る
と
認
識

問問

問

問

答

答答

答

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
特
別
措
置

法
で
感
染
者
や
医
療
従
事
者
の
人
権
が

尊
重
さ
れ
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
防
止

す
る
規
定
が
あ
る
。

　

ま
た
、
接
種
し
た
く
て
も
接
種
で
き

な
い
方
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
く
と
と

も
に
、
接
種
さ
れ
な
い
方
へ
の
接
種
の

強
制
や
差
別
、
不
利
益
な
取
扱
い
が
な

い
よ
う
、
呼
び
か
け
を
進
め
る
。

多田　隆一

荒 木　 眞 澄

荒木　眞澄

「弱者を助ける制度」から
「弱者を生まない社会」へ

藤本　昌宏
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川西　二郎
中田　正紀

中 田　 正 紀

山田　正司
守屋　大道

誰もが生き生きとした
まちのビジョンを描くために！

 

前
市
長
が
行
っ
て
い
た
危
機
管
理
会

議
が
、
実
際
の
有
事
の
際
に
生
か
さ
れ

て
い
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
今
回
も
所

信
表
明
に
、
危
機
管
理
体
制
の
拡
充
や

職
員
の
危
機
管
理
能
力
の
向
上
に
努
め

る
等
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
実
際
に
ど

の
よ
う
に
危
機
に
対
す
る
即
応
能
力
を

高
め
る
の
か
。

老
朽
化
し
た
池
田
市
内
の
公
共
施
設

の
改
修
や
長
寿
命
化
等
を
進
め
る
た
め

に
は
、
財
源
確
保
が
第
一
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
今
後
の
方
策
を
問
う
。

誰
も
が
円
滑
に
移
動
で
き
る
公
共
交

通
が
必
要
で
、
本
市
の
新
た
な
移
動
手

段
の
創
出
に
取
り
組
む
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
具
体
策
に
つ
い
て
問
う
。

細
河
地
域
に
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術
や
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
等
、
地
域
の
魅

力
を
高
め
る
新
た
な
要
素
を
絡
め
る
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
進
的
事
例
や
細

河
の
未
来
を
ど
う
考
え
る
か
問
う
。

前
市
長
の
下
で
行
っ
て
い
た
危
機
管

理
会
議
は
、
次
月
起
こ
り
得
る
危
機
事

態
に
つ
い
て
認
識
を
共
有
す
る
も
、
会

議
参
加
者
が
受
け
身
に
な
り
や
す
い
等

の
改
善
点
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。 

今
後
は
、
事
象
の
前
に
会
議
を
行
い

各
部
局
と
認
識
を
共
有
し
、
事
業
計
画

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
現
実
的
で
あ
る

と
考
え
る
。
ま
た
、
市
長
自
身
が
危
機

管
理
に
関
す
る
知
見
の
向
上
に
努
め
る

と
と
も
に
、
各
種
実
践
の
場
を
通
じ
て

判
断
力
を
養
っ
て
い
き
た
い
。

財
源
確
保
に
つ
い
て
は
、
市
税
を
は

じ
め
と
し
た
一
般
財
源
の
大
幅
な
増
加

が
見
込
め
な
い
中
、
不
断
の
行
財
政
改

革
に
よ
り
財
務
体
質
の
強
化
を
図
る
と

と
も
に
、
国
や
府
の
動
向
を
注
視
し
、

国
・
府
支
出
金
や
適
正
管
理
推
進
事
業

債
な
ど
の
有
利
な
起
債
を
最
大
限
活
用

し
て
、
一
般
財
源
の
圧
縮
を
図
り
つ
つ

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

伏
尾
台
地
域
で
行
っ
た
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ

（
マ
ー
ス
）
実
証
実
験
結
果
も
参
考
に
、

特
に
路
線
バ
ス
が
減
便
し
て
い
る
南
部

地
域
に
お
い
て
、
デ
マ
ン
ド
交
通
等
を

は
じ
め
と
し
た
新
た
な
移
動
手
段
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
市
長
個
人
の
見
解
と
し
て
は
、

民
間
事
業
者
が
行
っ
て
い
る
送
迎
サ
ー

ビ
ス
等
も
地
域
の
交
通
手
段
と
し
て
利

用
で
き
な
い
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術

を
用
い
た
ハ
ウ
ス
農
園
の
実
証
実
験
を

地
域
内
で
行
い
、
ス
マ
ー
ト
農
業
の
普

及
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
持
続
可
能
・

環
境
に
配
慮
し
た
地
域
づ
く
り
を
目
指

す
。ま

た
、
新
た
な
試
み
と
し
て
民
間
で

農
福
連
携
事
業
を
行
う
等
、「
細
河
地

域
活
性
化
推
進
事
業
」
の
中
で
、
官
民

一
体
と
な
り
細
河
地
域
の
課
題
解
決
に

向
け
て
取
り
組
む
。

危
機
管
理
体
制
の

今
後
に
つ
い
て
問
う

公
共
施
設
の
改
修
等
の

財
源
確
保
に
つ
い
て

新
た
な
移
動
手
段
の　
　
　
　
　
　
　
　

具
体
策
に
つ
い
て
問
う

細
河
地
域
の
今
後
に
つ
い
て　
　
　
　
　

見
解
を
問
う

各
部
局
と
認
識
を
共
有
し

事
業
計
画
に
反
映
さ
せ
る

一
般
財
源
の
圧
縮
を
図
り

取
り
組
ん
で
い
く

デ
マ
ン
ド
交
通
を
は
じ
め

多
く
の
可
能
性
を
模
索

官
民
一
体
と
な
っ
て　
　
　
　
　
　
　

地
域
活
性
化
策
を
推
進

問問

問

問

答

答

答答

9
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 市 議 会 の し く み
 「いけだ市議会だより」は年５回（１月、２月、５月、８月、11 月）発行
し、市議会において議論された内容を市民の皆さんにお届けしておりますが、
本号では特集記事として、「市議会のしくみ」をお伝えします。

　市議会は、市長から提出された予算・条例等の議案や議員から提出された条例等の議案を審
議し、市政の在り方などを決定する議決機関であり、市長と対等の機関として、二元代表制の
一翼を担っています。
　本来であれば、まちづくりについて、市民の皆さんが集まって話し合うことが理想的であり
ますが、現実的には難しいため、市民の皆さんが市長と市議会議員を選挙で選び、市民に代わっ
てまちづくりのための方策や課題について話し合いが行われる場となります。
　市議会は年４回（３月、６月、９月、12 月）の定例会と、必要に応じて開かれる臨時会とがあり、
主に市長が招集して開かれます。

市議会の役割

市民、市議会、市長との関係

市　民

市　長
（執行機関）

市議会
（議決機関）

選挙、
請願・陳情

本会議や委員会の公開、
市議会だよりの発行

予算・条例等の議案の提出、解散

予算・条例等の議案の議決、不信任決議

行政サービス

選挙

10

特
集
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　市議会には、議員全員が議場に集まって開かれる本会議の
ほか、専門的に調査、審査する常任委員会や市政の重要課題
に応じて設置される特別委員会があります。

本会議
　議会の持つ議決権、調査権、同意権などの権能が認められており、質疑、討論、採決などを経て、
最終的な意思決定を行います。

委員会
　市政は範囲が広く内容も複雑なため、議案などをより詳しく審査するための機関として、委
員会を設けています。委員会での審査結果は、本会議において委員長が報告を行い、本会議に
おける最終的な意思決定をするための判断材料となります。
　本市議会では、議案や請願などを審査するための４つ（総務、文教病院、厚生、土木消防）
の常任委員会や、必要がある場合に設置される３つ（空港・交通問題調査、まちづくり防災、
市議会だより編集）の特別委員会のほか、会期や本会議の議事進行などについて協議する議会
運営委員会があります。

　本会議及び委員会の会議録は、市庁舎２階の行政情報コーナーで閲覧す
ることができます。（本会議の会議録は市立図書館、石橋プラザ及び男女共
生サロンでも閲覧することができます）
　また、平成 10 年以降の本会議及び委員会の会議録は、ホームページ（池
田市会議録検索システム）でも閲覧・検索ができます。

　請願と陳情は、どちらも住民（市外の方、法人も可）が市議会に対して、市政についての要
望を申し出るもので、市議会で内容を審議し、採択されれば市長などに送付します。

請願の提出
　請願書には、請願の趣旨、理由、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は
記名押印して議長宛てに提出してください。請願者が法人の場合は、請願の趣旨、理由、提出
年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印して議長宛てに提出して
ください。
　また、請願書には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。

陳情の提出
　提出方法などは請願と同じですが、議員の紹介は不要です。

本会議・委員会

会議録の閲覧

請願・陳情

池田市会議録
検索システム

11



R.3（2021）.11.1 ●

日
頃
か
ら
本
市
議
会
の
活
動
に
対
し
、

御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。　

９
月
定
例
会
で
は
、
８
月
の
市
長
選
挙

で
当
選
さ
れ
た
瀧
澤
智
子
新
市
長
が
所
信

表
明
を
行
い
ま
し
た
。
所
信
表
明
に
対
す

る
６
会
派
か
ら
の
代
表
質
問
で
は
、
今
後

の
池
田
市
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な

議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。
こ
の
議
論
の
録

画
映
像
は
、
表
紙
に
御
案
内
の
と
お
り
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
な
ど
を
活
用
し
て
御
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

今
後
も
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う

本
市
議
会
は
池
田
市
民
の
た
め
、
市
政
発

展
の
た
め
、
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
血
液
不
足
へ
の

一
助
に
な
れ
ば
と
、
11
月
27
日
に
池
田
駅

前
、12
月
５
日
に
石
橋
阪
大
前
駅
前
に
て
、

本
市
議
会
が
主
催
と
な
り
、
献
血
推
進
活

動
を
行
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
の
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
も
「
い
け
だ
市
議
会
だ
よ
り
」
を

御
愛
読
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

委 

員 

長

下
窄　
　

明

副
委
員
長

浜
地
慎
一
郎

委　
　

員

藤
本　

昌
宏

委　
　

員

守
屋　

大
道

委　
　

員

石
田　

隆
史

委　
　

員

小
林　

吉
三

７
月
21
日 

各
派
代
表
者
会
議

８
月
11
日 

各
派
代
表
者
会
議

９
月
17
日 

各
派
代
表
者
会
議

 

議
会
運
営
委
員
会

９
月
21
日 

市
議
会
定
例
会

 

市
議
会
だ
よ
り
編
集

 

特
別
委
員
会
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特
別
委
員
会

議　会　日　誌

冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び
元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願を採択

岡田正文副市長に対する辞職勧告決議を可決
　令和３年６月に市民の方から提出され、６月定例会から継続審査となっていました上記請願は、
９月21日に議会運営委員会で審査した後、30日の本会議において採決を行いました。
　採決に先立ち行われた討論では、「冨田裕樹前市長は７月30日付で、元平修治前副市長は９月28
日付で既にそれぞれ辞職しているが、百条委員会の調査の中で、冨田前市長と元平前副市長が、職
員に対しパワーハラスメントを行っていたことなど、特別職としての資質を欠く行為があったこと
から、請願を採択することはやむを得ない。しかし、岡田副市長の百条委員会の調査を妨害する行
為は、前市長からのパワーハラスメントとも言える指示に従って行ったものと推察され、辞職勧告
決議に相当するとは言えない」「新市長による人事によっては、当該副市長の辞職により、請願の
利益が消失する可能性があることから、副市長人事を見極める必要があるため継続審査とするべ
き。よって、採決には加わらず退席する」との意見がありました。一方、「冨田前市長は、自身の
疑惑の解明に当たって最後まで無責任な態度に終始していた」「市職員の模範となるべき市長や副
市長がこのような事態を招いたことは、池田市民に多大なる迷惑をかけ、市政を混乱させた」「市
長を補佐する副市長として、市長の問題点を指摘し、改善を求めていたかもしれないが、結果とし
て市長の行動を正すことができなかったことも事実である」との意見が出されましたが、結局、一
会派が退席した後、下記のとおり一人ずつ採決を行い、全て採択しました。
　また、本請願の採択に基づき、議員から「岡田正文副市長に対する辞職勧告決議案」が提出さ
れ、一会派が退席した後、採決を行い、賛成多数で可決しました。

【請願】
　◆冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議を求めること………採択（全会一致）
　◆元平修治副市長の辞職勧告を求めること………採択（全会一致）
　◆岡田正文副市長の辞職勧告を求めること………採択（賛成多数）

【決議】
　◆岡田正文副市長に対する辞職勧告決議………可決（賛成多数）
　※決議については、ホームページに掲載しております。
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